
電子納税導入フロー
～国税・地方税のキャッシュレス納付～



e-Tax・eLTAXの概要・利用までの流れ
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1 電子納税とは

2

電子納税
とは？

国税・地方税の納付手続きを自宅やオフィスからインターネットを経由して電子的に行う手続きのことです

⇒納付方法には、ダイレクト納付とインターネットバンキング等を利用した納付の2通りの方法があります

ダイレクト納付
とは？

事前に収納機関に所定の届出を行い、収納機関のＷｅｂサイトを利用して届出をした預金口座から
口座振替により、即日または期日を指定して電子納税ができるサービスのことです。

オフィスのパソコンで
便利に利用可能！

手数料無料！
※ただし電子証明書の発行等の
費用が別途必要な場合があります。

ダイレクト納付で
即日・予約納付可能！

電子納税導入メリット



2 電子納税の種類

※1 電子証明書の発行等の費用が別途必要な場合があります

※2 電子申告分のみ納税が可能です

※3 eL-QRまたはeL番号が記載されている納付書のみ取扱い可能です

「国税」は”e-Tax” 「地方税」は”eLTAX”または”地方税お支払サイト”をご利用ください

種類 納付先 納付期限 e-Tax※1 eLTAX※1 地方税
お支払サイト※3

給料から差引し
事業者が納付する税金

所得税(源泉所得税) 国 翌月10日 ○

住民税(特別徴収) 市区町村 翌月10日 ○

税目

法人税 国 決算2ヶ月以内(月末) ○

所得税(個人事業者) 国 3月15日 ○

消費税および地方消費税 国 決算2ヶ月以内(月末) ○

法人県民税 都道府県 決算2ヶ月以内(月末) △※2

法人事業税 都道府県 決算2ヶ月以内(月末) △※2

地方法人特別税 都道府県 決算2ヶ月以内(月末) △※2

自動車税 都道府県 5月末 ○

法人市町村民税 市区町村 決算2ヶ月以内(月末) △※2

固定資産税 市区町村 年4回 ○

軽自動車税 市区町村 5月末 ○
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3 e-Tax・eLTAX利用までの流れ(共通事項)

STEP

01

STEP

02

STEP

03

ID(利用者識別番号)および暗証番号の取得

初期設定

納付

・お客様の顧問税理士にIDおよび暗証番号の取得有無を確認してください

・未取得の場合は新規取得をしてください。

・ダイレクト方式(口座振替)の登録(e-Tax・eLTAXで手続きが異なります)

・初期登録(PC設定、お客様属性情報入力、自治体の登録など)

・納税額を電子申告もしくは書面での申告（一部の税目は電子申告必須）・・・顧問税理士による電子申告の代行が一般的です。

・納付情報の送信 ⇒ 納付(予約)操作
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4 e-TaxのIDおよび暗証番号の取得・初期設定(STEP01・02)

取得している 取得していない

e-Taxのお申込み

e-Taxホームページにて

利用者識別番号・暗証番号の取得を行う。

国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼
国税ダイレクト方式電子納税届出書の提出

e-Taxにログイン確認後、国税ダイレクト方式電子納税依頼書を印刷し、

管轄税務署へ提出してください。

e-Taxの利用者識別番号・暗証番号を取得していますか？
(顧問税理士が取得している場合、重複はできません)

顧問税理士が既にID・暗証番号を取得している場合が
ほとんどのため、お客様から顧問税理士に確認いただく。

e-Taxホームページより開始届出書を作成します。

管轄税務署あてに届出書の提出をしないと「ダイレクト
方式」での納税はできません。

税務署での登録作業に約1ヶ月かかりますので、スケ
ジュールを十分に確認してください。
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5 eLTAXのIDおよび暗証番号の取得・初期設定(STEP01・02)

取得している 取得していない

eLTAXのお申込み

eLTAXホームページにて

利用者識別番号・暗証番号の取得を行う。

口座振替依頼書のご提出・納付先自治体の登録

eLTAXにログイン後、納付情報を入力いただき納付方法を選択してください。

ダイレクト納付(口座からの引き落とし)をご選択いただく場合、

口座振替依頼書を印刷し、金融機関へ提出してください。

eLTAXのID・パスワードを取得していますか？
(顧問税理士が取得している場合、重複はできません)

新規登録時は電子証明書(有償)が必要となりますが、
顧問税理士が取得済の場合は不要です。

eLTAXホームページより利用届出を作成します。

eLTAXでの登録後、口座振替依頼書を金融機関へ提
出していただく必要があります。
※eLTAXでの登録だけでは利用できません。
利用開始までは提出から約1～２週間かかります。

6



e-Taxの納税手続きフロー
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1 ダイレクト納付利用届出書の提出
「１．納税手続に関する情報を知りたい方」、「①国税の納付手続」、「ダ
イレクト納付（e-Taxによる口座振替）」の順番にクリックします。

国税庁ホームページより、「税の情報・手続・用紙」、「納税・納税証明書手続」、
「納税に関する総合案内」に進みます。

1

ダイレクト納付利用届出書・提出手順
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1 ダイレクト納付利用届出書の提出
「入力用」の預金口座名義の氏名欄は入力できないため、印刷後に記入
もしくは署名判押印します。
提出からダイレクト納付が利用可能になるまで、約１か月かかります。ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替）の手続画面から、納税手続の準

備、「入力用」もしくは「手書用」を記入して管轄の税務署へ提出します。

役職・代表者氏名等を
忘れず記載する

2
ダイレクト納付利用届出書・入力（記載）手順
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2 申告書等の作成・送付+納付指示（自動ダイレクト）

e-Taxホームページよりログイン画面に進み、利用者識別番号・暗証番号を
入力しログインします。
メインメニュー画面の「申請・納付手続きを行うをクリックします。

ログイン・納付手順

1

e－Taxで申告等データを送信する際に、必要事項にチェックするだけで、各申
告手続の法定納期限当日に自動的に口座引落しにより納付ができる機能です。
（法定納期限当日に申告手続きをした場合は、翌取引日に引落しされます。）
源泉所得税を毎月納付する方など、納付機会の多い方におすすめです。

申告等データ送信
+

ダイレクト納付手続

自動ダイレクト利用の場合

申告と納付手続が同時に完了！

ダイレクト納付利用の場合

①申告等データ送信

②メッセージの受信

③ダイレクト納付手続

税務署

お客様

お客様

税務署

自動ダイレクトとは
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2 申告書等の作成・送付+納付指示（自動ダイレクト）

「申告・申請・納税」画面が表示されるので、「新規作成」欄の「操作に進む」
をクリックします。「徴収高計算書を提出する」欄の「給与所得・退職所得等
の所得税徴収高計算書（一般）」をクリックします。

2

提出先を確認し、「次へ」をクリックします。
「納期の区分」欄に支払年月を入力、作成区分をチェックし、「次へ」を
クリックします。

申告書等の作成
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2 申告書等の作成・送付+納付指示（自動ダイレクト）

「支払年月日」、「人員」、「支払額」、「税額」など必要事項を入力し、「次
へ」をクリックします。

3

入力した内容が表示されるので、内容を確認し「次へ」をクリックします。
「印刷」をクリックすると、PDFが作成され、印刷や保存ができます。

申告書等の詳細入力
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2 申告書等の作成・送付+納付指示（自動ダイレクト）

自動ダイレクトを利用できる場合は、自動ダイレクトの利用案内が表
示されます。自動ダイレクトを利用する場合は、チェックボックスに
チェックを入れます。内容を確認し、「送信」をクリックします。

4
自動ダイレクトを利用した場合は、自動ダイレクトの実行確認、送信確認
画面が表示されるので、それぞれ内容確認し、「はい」をクリックします。
データ送信が完了となり、法定納期限に口座引落しが行われます。

自動ダイレクトでの送信
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3 納付指示（ダイレクト納付）

納付区分番号通知をスクロールすると、「ダイレクト納付」が表示されます。
「今すぐに納付される方」、「納付日を指定される方」のいずれかを選択し
クリックします。

「即時通知の確認」の確認画面の「受信通知の確認」または、メイン
メニュー「お知らせ・受信通知」から受信フォルダの「納付情報登録
依頼」をクリックし、「納付区分番号通知」を表示します。

※自動ダイレクトを利用された方は、この手続きは不要です。
1

受信通知の確認
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3 納付指示（ダイレクト納付）

引落口座を選択します。納付内容を確認し、「上記の内容を全て確認
しました。」にチェックを入れ、「納付する」をクリックします。

納付が完了すると、受信通知に「ダイレクト納付完了通知」が格納されます。
なお、納付が完了していない場合は、「ダイレクト納付エラー通知」が格納さ
れるので、必ず受信通知をご確認ください。

源泉所得税及復興特別所得税

●●●銀行××支店

富山税務署

230円

富山税務署

今すぐに納付される方

2
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※自動ダイレクトを利用された方は、この手続きは不要です。



3 納付指示（ダイレクト納付）

引落口座を選択し、「納付日」欄に希望する引落日を入力してくだ
さい。納付内容を確認し、「上記の内容を全て確認しました。」に
チェックを入れ、「納付する」をクリックします。

納付日を指定すると、「納付区分番号通知」の表記が変わります。
また、指定した納付日に引落しが完了すると、「ダイレクト納付完了通
知」が格納されます。
引落しができなかった場合は、「ダイレクト納付エラー通知」が格納され
ますので、指定した納付日に必ず受信通知をご確認ください。

納付日を指定される方

●●●銀行××支店 (普通預金)

●●●銀行××支店

普通預金

230円

3
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eLTAXの納税手続きフロー
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1 ログイン

eLTAXのホームページより「PCdesk」からログイン画面に進みます。

既に利用者IDと暗証番号がある場合、入力し「ログイン」ボタンをク
リックします。
ID・暗証番号が未取得の場合は、利用届出に進みます。

IDを新規で取得する場合

既にIDと暗証番号が
ある場合

ログイン手順
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2 口座情報登録1

「メインメニュー(ログイン)」画面で「納税メニュー」をクリックし、表示された「納税メニュー」画面から「口座情報の登録」をクリックして
操作を行います。

口座情報登録手順
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2 口座情報登録2

この規約は、納税者等が収納金融機関及び地方税共同機構に対し、
ダイレクト方式で納付を行うための利用規約です。
規約の内容を確認し、問題がなければ「同意する」をクリックします。

利用規約の確認
口座情報の入力

ダイレクト方式で納付手続きを行う場合に使用する口座に関する情報や、
口座開設時に金融機関に届け出た住所等の情報を入力し、「次へ」をク
リックします。

登録されている利用者情報から、
「郵便番号」から「法人名称」まで
転記されます。

口座番号は7桁で入力してください。
6桁の場合は、先頭を「0」としてくだ
さい。
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2 口座情報登録3

口座情報の確認

入力した口座情報を確認し、「次へ」をクリックします。
修正したい内容がある場合は、「戻る」をクリックして必要な箇所から
入力し直してください。

口座情報の確認

登録した口座情報の内容を確認の上、「申込用紙印刷」をクリックして、金融機関
宛の宛名ラベルと地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書を印刷します。
印刷後、金融機関に郵送してください。
金融機関で受領され、審査完了後にダイレクト方式での納付が可能です。
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1 提出先・手続き情報の変更

提出先・手続き情報

「メインメニュー」画面から、「提出先・手続き変更」をクリックします。

提出先・手続きの確認

現在登録されている提出先・手続き情報が一覧に表示されます。
登録されている提出先と手続き情報を確認し、「追加」をクリックします。

22
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2 提出先・手続き情報の変更

提出先・手続きの追加

提出先選択で「都道府県」、「市町村」、「申告税目」、「区・事務所等」の検索条件を
指定して「検索」をクリックすると、画面中央に提出先候補一覧が表示されます。

画面中央に表示された提出先候補一覧で追加する提出先・手続き情報を選択して
クリックすると、選択した提出先・手続き情報が画面下部の「追加対象提出先」に
追加されます。
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3 提出先・手続き情報の変更

課税地等の入力

提出先の地方公共団体に係る事業所及び課税地の入力を行います。
画面下部の「追加対象提出先」の提出先・手続き情報を選択して事業所及
び課税地(住所)を入力し、「反映」をクリックすると「追加対象提出先」に
反映されます。

変更内容の確認

「追加対象提出先」に変更内容が反映されていることを確認し、追加する提出先・
手続き情報を確認して「次へ」をクリックします。クリックすることで送信完了とな
ります。
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1 利用者情報の照会・変更（メールアドレス）

25

4

「メインメニュー（ログイン）」画面から、「利用者情報の照会・変更」をクリック
します。

利用者情報の照会・変更
連絡先の照会・変更（メールアドレス）

登録されている連絡先（メールアドレス）を確認します。連絡先を追加または変更す
る場合は、メールアドレスを入力後、「送信確認」をクリックします。テストメールの受
信確認後、「テストメールの受信を確認しました。」にチェックし、「次へ」をクリックし
ます。

顧問税理士のアドレスのみ
登録されているケースがあ
ります。納付操作をする場
合は、ご利用のアドレスを
追加登録してください。

※追加登録する場合



2 利用者情報の照会・変更（メールアドレス）
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4

提出先の内容が表示されます。内容を確認し、問題がなければ「次へ」をク
リックします。

送信の確認 ワンタイムパスワード確認

追加または変更したメールアドレス宛にワンタイムパスワードが通知されます。
通知メールでワンタイムパスワードを確認してください。

※追加登録する場合



3 利用者情報の照会・変更（メールアドレス）
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4

ワンタイムパスワード入力

通知メールで確認したワンタイムパスワードを入力し、「確認」をクリックします。

※追加登録する場合

送信結果の確認

送信が完了し、利用者情報変更の送信結果が表示されます。

追加登録したメールアドレス
が表示されているか確認する。



1 納付情報発行依頼

発行依頼手順

「メインメニュー」画面で「納税メニュー」をクリックし、表示された「納税メニュー」画面から「個人住民税(特徴)」を
クリックします。
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※手入力で作成する場合
5



納付情報発行依頼

納付情報の作成方法の選択

「手入力による作成」を選択し、「納入対象年度」を選択して、「次へ」をクリックします。

総括表の入力

「納付・納入金額(総括表)」の利用者名、住所を入力します。
明細を追加するため、「追加」をクリックします。

2
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※手入力で作成する場合
5



納付情報発行依頼

明細情報の追加

納付先となる「地方公共団体」や「区・事務所等」と、「納入対象年月」を
入力し、「納付・納付金額入力」をクリックします。画面下部に特別徴収
税額通知書に基づいて納付金額を入力してください。
入力金額を確認し、「確定」をクリックします。

3
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※手入力で作成する場合

納付情報の確認

追加した明細情報の内容が、「納付・納入金額一覧」画面の「納付・納入金額
入力(明細)」に反映されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

納付先の地方公共団体の情報や該当
年月等を自由に設定し、一覧の見出し
として使用できます。（空欄でも可）
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納付情報発行依頼

納付・納入金額の確認

納付・納入金額を確認し、「送信」をクリックして納付情報の発行依頼を送信
します。修正したい内容がある場合は、「戻る」をクリックして必要な箇所か
ら入力し直してください。

4
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※手入力で作成する場合

送信内容の確認

送信した納付情報発行依頼の内容を確認します。

表示されている内容を印刷したい場合は、
「印刷」をクリックしてください。
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納付情報発行依頼1

32

※過去の納付情報をもとにして作成する場合

個人住民税（特徴）では、毎月、同じ納付先・金額で納付することが多いため、過去
に一度作成した納付情報をもとにすることで、より少ない操作で納付情報を作成
することができます。

作成方法
選択

総括表
入力

明細情報
入力

納付
納入金額
の確認

送信

作成方法
選択

納付・納入金額
の修正・確認

送信

手入力による作成の場合

過去の納付情報をもとに作成する場合

総括表・明細情報の入力を省略可能！

納付情報の作成方法の選択

「過去の納付情報をもとにして作成」を選択し、「次へ」をクリックします。

6



納付情報発行依頼

過去の納付情報の選択

複写する納付情報を1つ選択し、「次へ」をクリックします。

2
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※過去の納付情報をもとにして作成する場合

納付情報の複写・修正

複写された納付情報の内容を確認し、必要に応じて修正します。

直近で納期を迎える納入対象年月が
一律で設定されます。
例）操作日が令和7年１月６日の場合、
納入対象年月が令和６年１２月

6

内容修正は、編集から
自治体毎に行います。



送信内容の確認

送信した納付情報発行依頼の内容を確認します。

納付情報発行依頼

納付・納入金額の確認

納付・納入金額を確認し、「送信」をクリックして納付情報の発行依頼を送
信します。修正したい内容がある場合は、「戻る」をクリックして必要な箇所
から入力し直してください。

3

34

※過去の納付情報をもとにして作成する場合
6



納付手続き

納付手順

「メインメニュー」画面で「納税メニュー」をクリックし、表示された「納税
メニュー」画面から「納付情報発行依頼の確認・納付」をクリックする。

納付情報の選択

検索情報を指定して、「検索」をクリックすると、「納付情報一覧」に納付情報が
一覧表示されます。
表示された一覧から、納付の対象とする納付情報を１つ選択し、「次へ」をクリッ
クします。

1
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納付手続き

納付・納入金額の明細や納付状況等の納付情報を確認し、「次へ」を
クリックします。

納付方法の選択

ダイレクト納付を行う場合は、「ダイレクト方式」を選択し、納付方法を指
定します。「ワンタイムパスワード通知先」から、ワンタイムパスワードを受
け取るメールアドレスを選択し、「次へ」をクリックします。

2
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7

納付情報の確認



納付手続き

納付内容を確認し、「次へ」をクリックします。選択した納付情報や納
付方法を修正したい場合は、「戻る」をクリックして必要な箇所から
入力し直してください。

ワンタイムパスワード入力

「納付方法選択」画面で選択した、ワンタイムパスワード通知先のメールアドレ
スに通知されたワンタイムパスワードを入力し、「確認」をクリックします。

3
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7

納付内容の確認



納付手続き4

38

7

納付の完了

これで納付手続きは完了です。最後に 「納付情報発行依頼の確認・納付」より
納付状況が「納付済」となっていることを確認してください。
※期日指定を行った場合、納付状況が「ダイレクト済」になっています。
指定日に納付状況を再度確認し、「納付済」になることを確認してください。

2025/4/7 令和７年３月 住民 R07/3



地方税お支払サイトについて

納付書に印刷された「eL-QR」や「eL番号」からパソコン等で地方税の納付が可能

まとめて支払
可能

× ×
複数の支払方法が

選択可能
支払状況を
確認可能

複数の納付書でも、eL-QRの

連続読取やeL番号の連続入

力でまとめて1回で支払可能

「ダイレクト納付」、「インターネッ

トバンキング納付」、「クレジット

カード納付」など選択可能

手元の納付書が支払済か

どうか確認可能

1
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地方税お支払サイトでの納付フロー

①地方税お支払サイトにアクセス ②eL-QRをカメラで読取 ③読取情報が表示

④納付情報が表示 ⑤納付方法を選択 ⑥手続内容が表示

2

40

8



注意事項

41

e-Tax・eLTAXを利用して納税操作を行ったとしても、口座残高不足や送信エラーなどにより
納税処理が完了していない可能性があるため、必ず納付指定日に納付状況を確認してください。

※納付指定日に口座残高不足の場合、当日中に入金されたとしても、自動引落しされません。
 当日中に引落し（納付）をする場合は、再度ダイレクト納付（即時納付）を行う必要があります。

＃

e-Tax・納付状況確認ページ eLTax・納付状況確認ページ



お問い合わせ窓口

42

  e-Tax専用窓口（国税）

TEL ：0570-01-5901
受付時間 ：月曜日～金曜日 9：00～17：00

(土曜、日曜、休祝日、12/29～1/3は除く)

「e-Taxについてよくある質問」

eLTAX専用窓口（地方税）

TEL ：0570-081459
※上記の電話でつながらない場合：03-6745-0720
受付時間 ：月曜日～金曜日 9:00～17:00

 (土曜、日曜、休祝日、12/29～1/3は除く)

 「eLTAXについてよくある質問」

手続き、操作に関するお問い合わせは、各種専用窓口（ヘルプデスク）をご活用ください。

＃



各種マニュアル

43

  国税庁ホームページ掲載箇所

ホーム＞税の情報・手続・用紙＞納税・納税証明書手続
＞納税に関する総合案内＞納税に関する総合案内
＞納税手続きに関する情報を知りたい方
＞ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）
＞ダイレクト納付手続きマニュアル

eLTAXホームページ掲載箇所

ホーム＞マニュアルコーナー

本資料は、国税庁およびeLTAXのホームページに掲載されている
各種マニュアルより一部参照したものです。更に詳しい操作内容が
必要な場合は、ホームページよりマニュアルをご確認ください。

＃
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